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答  申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）に基づく不動産取得税賦課処分の取消しを求める各

審査請求（土地についての不動産取得税賦課処分に係る審査請求及び

家屋についての同処分に係る審査請求）のうち、家屋についての同処

分に係る審査請求（以下「本件審査請求」という。）について、審査

庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

  

第１  審査会の結論   

   本件審査請求のうち、家屋についての不動産取得税賦課処分

（以下「本件処分」という。内容は、別紙処分目録記載のとお

り）について、平成２９年１０月６日付けの不動産取得税減額決

定通知書により家屋についての不動産取得税を減額した部分の取

消しを求める部分については却下し、その余の部分については棄

却すべきである。    

       

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○都税事務所長（以下「処分庁」と

いう。）が請求人に対し、平成２９年６月７日付けで行った、別

紙物件目録記載の区分所有建物の専有部分（以下「本件家屋」と

いう。）について、請求外○○（以下「元夫」という。）の持分

を請求人が取得したことに係る本件処分の取消しを求めるもので

ある。  
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第３  請求人の主張の要旨  

請求人の主張は、要するに次のとおりであり、本件処分の取消

しを求めている。  

   本件不動産（家屋）は婚姻中に取得したもので、（夫婦それぞ

れ）２分の１ずつの持分であった。婚姻中に元夫が貯金を全て使

い果たし保険も解約してしまったことが判明したため、（協議離

婚の）清算時に現金を分与できず、（元夫から請求人に）本件不

動産（家屋）を譲渡することになった。本件不動産（建物）の

（元夫の持分の）譲渡のみをとらえれば請求人が財産を取得して

いるように見えるかもしれないが、現金や貯蓄など全てを含めて

の清算として取得したのであり、不動産取得税を請求人に課すの

は離婚する側に極めて不利である。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求のうち、不動産取得税を減額した部分に係る審査

請求については不適法であるから行政不服審査法４５条１項の規

定を適用して却下し、その余の部分に係る審査請求については理

由がないから、同条２項の規定を適用して棄却すべきである。    

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

 年  月  日   審  議  経  過  

平成３０年  １月  ５日  諮問  

平成３０年  ２月２１日  審議（第１８回第１部会）  

平成３０年  ３月１６日  審議（第１９回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した
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結果、以下のように判断する。  

１  本件処分に係る審査請求の適法性について  

⑴  法に基づく審査請求を適法になし得るためには、請求人に当

該処分について審査請求をする法律上の利益、すなわち、当該

処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害さ

れ又は必然的に侵害されるおそれがあることが必要である（最

高裁判所第三小法廷昭和５３年３月１４日判決（最高裁判所民

事判例集３２巻２号２１１頁））。  

⑵  これを本件についてみると、処分庁は、平成２９年１０月６

日付けで、本件家屋が耐震基準適合既存住宅に該当するとして、

本件取得について本件特例を適用することを決定し、本件処分

を３４，５００円減額して課税額を４１，４００円としたこと

が認められる。  

⑶  そうすると、請求人が取消しを求める本件処分のうち、上記

処分変更により減額された部分については、取消裁決があった

場合に除去されるべき法的効果が既に消滅しており、また、他

に本件処分が裁決により取り消されることによって回復される

特段の法的利益の存在を認めるに足りる証拠もない。  

以上から、本件審査請求のうち、減額変更された部分は、も

はやこれを維持する法律上の利益を有しないものであり、その

余の点について判断するまでもなく、不適法なものとして却下

を免れない。  

２  本件減額変更処分により減額変更された後の本件処分（以下

「変更後の本件処分」という。）について  

⑴  法令等の定め等  

ア  法７３条の２第１項は、不動産取得税は、不動産の取得に

対し、当該不動産の取得者に課する旨を規定している。  

そして、不動産取得税は、いわゆる流通税に属し、不動産
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の移転の事実自体に着目して課せられるものであって、不動

産の取得者がその不動産を使用・収益・処分することにより

得られる利益に着目して課せられるものではないことに照ら

すと、法７３条の２第１項にいう「不動産の取得」とは、不

動産の取得者が実質的に完全な内容の所有権を取得するか否

かに関係なく、所有権移転の形式による不動産の取得の全て

の場合を含むものと解するのが相当である（最高裁判所第二

小法廷昭和４８年１１月１６日判決（最高裁判所民事判例集

２７巻１０号１３３３頁））とされている。  

イ  また、民法７６２条１項は、夫婦の一方が婚姻前から有す

る財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産（夫

婦の一方が単独で有する財産をいう。）とすると定め、同条

２項は、夫婦のいずれに属するか明らかではない財産はその

共有に属するものと推定すると定めている。  

ウ  なお、財産分与による不動産の取得について、東京地方裁

判所昭和４５年９月２２日判決（行政事件裁判例集２１巻９

号１１４３頁）は、「不動産の取得が婚姻中の財産関係を清

算する趣旨の財産分与による場合には、それが夫婦いずれに

属するか明らかでないため夫婦の共有に属するものと推定さ

れる財産（民法７６２条２項）についてなされたものである

限り、形式的に財産権の移転が行なわれることはあっても、

当然の所有権の帰属を確認する趣旨にすぎず、これによって

実質的に財産権の移転が生じるものではないと解するのが相

当であるから、法７３条の２第１項所定の課税原因には当た

らないというべきである」が、「不動産の取得が離婚に対す

る慰藉または将来の扶養を目的とする財産分与による場合に

は、これによって実質的にその不動産所有権の移転が生じる

ものと解するのが相当である」と解し、「そして、夫婦の一
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方が、婚姻前から所有し、または婚姻中自己の名で取得した

財産を財産分与に供したときは、特段の事情がない限り、離

婚に対する慰藉または将来の扶養を目的としたものと認める

のが相当である。」としている。  

エ  東京都においては、不動産取得税に係る価格の決定は、原

則として納税地を所管する都税事務所長に委任されている

（東京都都税条例４条の３第１項６号。同条例施行規則３条

４号）。  

⑵  これを本件についてみると、本件家屋は、請求人及び元夫が、

その婚姻中に共有持分を各２分の１として所有権保存の登記を

したものであるものと認められる（婚姻中の取得であることに

ついて第３参照）。  

そうすると、本件家屋に係る元夫の持分は、婚姻中に元夫が

自己の名で得た、元夫が単独で所有する財産（民法７６２条１

項の特有財産）であることは明らかであるから、この持分につ

いて請求人が所有権移転を受けたことは、法７３条の２第１項

の「不動産の取得」に該当するものと認められる。  

したがって、本件家屋について元夫の持分を取得した請求人

に対し、処分庁が法７３条の２の規定に基づき不動産取得税を

課した本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

その後、処分庁は、請求人から提出された申告書により、本

件取得は、耐震基準適合既存住宅の取得に該当すると認定して

本件特例を適用し、本件処分を変更したことが認められる。  

そして、変更後の本件処分については、その税額算出過程に

も誤りはないものと認められ、違法又は不当な点を認めること

は で き な い （ 弁 明 書 の 別 紙 ２ 「 税 額 計 算 書 （ 本 件 減 額 更 正

後）」参照）。  

⑶  請求人の主張について  
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請求人は、協議離婚に際しての財産分与の全体の事情を勘案

することなく、その一部である本件不動産の譲渡のみを取り上

げて不動産取得税を賦課する本件処分及び変更後の本件処分は

不当である旨を主張する（第３）。  

しかし、法は、不動産取得税を、不動産の取得に対して当該

不動産の取得者に課すことを定めているのであって（法７３条

の２第１項。上記⑴・ア）、同税の賦課に当たって協議離婚に

際しての諸事情を考慮することは定められていない。また、本

件不動産は「夫婦いずれに属するか明らかでない」ものではな

いことも明確であるから、請求人の主張を採用することはでき

ない。  

⑷  上記以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分及び変更後の本件処分に違法又は不当な点

は認められない。  

 

  以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性

や法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれ

も適正に行われているものと判断する。  

  よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 髙橋滋、窪木登志子、川合敏樹  

 

別紙（略）  

  


